地縁による団体　認可の手引き
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≪認可地縁団体制度について≫
　認可地縁団体とは、地方自治法等に定められた要件を満たし、一定の手続きを経て法人格を得た「地縁による団体（自治会等）」のことをいいます。

これまで「地縁による団体（自治会等）」は、一定の区域に住所を有する人々によって形成された任意の団体であるため、法的には「権利能力なき社団」となり、それらが所有している不動産（集会施設等）は団体名義で登記することができず、代表者の個人名義や共有名義で登記されていたため、名義人の交代や死亡があった際は、名義変更や相続等財産上の問題が生じていました。

　こうしたことから、平成３年に地方自治法が改正され、「地縁による団体（自治会等）」のうち、一定の要件に該当するものについては、市長の認可により「法人格」を取得できるようになり、団体名義で不動産登記ができる制度が導入されました。
◆「地縁による団体」とは？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　法人格付与の対象となるのは、「地縁による団体」に限られます。
「地縁による団体」とは、一定の区域内に住所を有する者で組織された団体で地域的な共同活動を行っている団体をいいます。したがって、自治会・町内会のように区域に住所を有する人は誰でも構成員となれる団体は、「地縁による団体」となります。（スポーツ愛好会のように限定された特定の目的の活動だけを行う団体や、老人会、婦人会のように構成員に年齢、性別等を必要条件とする団体は対象となりません）
〈制度改正〉
以前までは、「団体名義で登記等ができるようにすること」が認可の目的であったため、地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利を保有又は保有予定があることが申請の要件の一つとしてありました。
しかし、令和３年度の地方自治法の一部改正により、「地域的な共同活動を円滑に行うこと」が認可の目的となったことにより、不動産等の保有又は保有予定を前提としないものも、認可を受けることができるようになりました。（令和３年１１月２６日施行）
◆認可を受ける要件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　法人格を得るための認可を受けるには、以下の４つの要件をすべて満たしていることが必要です（地方自治法第２６０条の２第２項で規定）。
1 　地縁による団体の区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
　　　↓

解説：「地域的な共同活動」とは、清掃・美化活動、防犯・防災活動、集会所の管理運営など、一般的な自治会・町内会活動のことです。また、これを目的とする団体であることを規約に明記することが必要です。
さらに、「現にその活動を行っていると認められる」ためには、手続きの際に前年度の活動報告書等を提出する必要があります。
2 　地縁による団体の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。さらにこの区域は、当該地縁による団体が相当の期間にわたって存続している区域の現況によらなければならない。
　　　↓

　　解説：区域は、町名又は字名、地番、住居表示で定めることが原則ですが、客観的に明らかな区域と認識できる場合は、道路や川等で区域を画することも可能です。
　　　なお、『相当の期間』とは、少なくとも1年以上とされています。

　
3 　地縁による団体の区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。

　　　↓

　　解説：区域に住所を有するすべての個人が加入できるという意味で、この旨を規約に定める必要があります。
　　　なお、『相当数』とは、一般的に過半数とされています。
4 　規約を定めていること。規約には、次に掲げる事項（a）～（h）が定められていなければなりません。
（a） 目的

（b） 名称

（c） 区域

（d） 主たる事務所の所在地

（e） 構成員の資格に関する事項

（f） 代表者に関する事項

（g） 会議に関する事項

（h） 資産に関する事項
◆認可申請手続き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
1 　認可申請を行うには、規約に基づいて招集された総会において、認可を申請することを議決する必要があります。また、規約の決定、構成員の確定、代表者の決定及び資産の確定についても総会で議決する必要があります。

　↓

　　　役員会等での議決は認められません。規約に基づいた正式な総会を開催し、議決を行う必要があります。したがって、規約が整備されていない場合は、まず最初に規約を整備する必要があります。
2 　代表者が認可申請書（別紙１）を作成し、別添書類を添えて、市長へ認可を申請します。
　　　↓

（別添書類）
1． 規約

2． 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類

　　⇒　総会の議事録（別紙２）

3． 構成員の名簿（別紙３）
4． 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行っていることを記載した書類　⇒　前年度の活動報告書等
5． 申請者が代表者であることを証する書類（別紙４）

◆認可後について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
認可を受けた地縁による団体（認可地縁団体）は、法的な位置づけが変わり、規約に基づき活動いただく必要がありますが、従来の自治会活動等に変わりはありません。

また、認可地縁団体（自治会等）と市との関係や税制度については、以下のとおりとなっております。

1 認可地縁団体は、認可により権利能力を取得しますが、公法人ではなく、市に準ずるもの、あるいは市組織の一部ではありません。また、市長は認可地縁団体に対して一般的監督権限を有しません。

2 課税上の取り扱いについては、認可の前後で同一の扱いとなります。法人税法等においては公益法人等とみなされ、収益事業のみ課税対象となります。
◆その他：認可地縁団体の各種事務について　　　　　　　　　　　　　　　　　　
〇財産目録の作成

　　認可時及び毎年度終了後３か月以内に財産目録（別紙６）を作り、事務所に備え置かなければなりませんので、必ず作成してください（地方自治法第２６０条の４第１項）。ただし、市へ報告する必要はありません。

〇構成員名簿の変更

　　構成員の変更については、市への報告は必要ありませんが、団体で名簿の変更を確実に行ってください（地方自治法第２６０条の４第２項）。

〇告示事項の変更

　　名称、目的、区域、主たる事務所の所在地、代表者の氏名及び住所などの告示事項に変更が生じた場合は、必ず以下の書類を提出してください。（代表者が任期満了後、再任された場合も届出が必要です。変更内容を再び告示しなければ、第三者に対抗することができません。）

（1） 告示事項変更届出書（別紙７）

（２）告示された事項に変更があった旨を証する書類（総会議事録の写しなど）

　※名称、主たる事務所の所在地について登記をしている場合は、法務局で別途手続きが必要になる場合がございます。詳細に関しましては、法務局へご確認ください。
阿賀野市管轄の法務局：新潟地方法務局　新津支局（℡0250-22-0501）

〇規約の変更

　　規約を変更する場合は、総会の議決を経たうえで、必ず以下の書類を提出してください。市長の認可がなければ変更することはできません。

　　なお、変更箇所が告示事項（名称、目的、区域、主たる事務所の所在地など）である場合は、別途「告示事項変更届出書」を提出してください。
（１）規約変更認可申請書（別紙８）

（２）規約変更の内容及び理由を記載した書類

（３）規約変更を総会で議決したことを証する書類

〇地縁団体告示事項証明書（認可地縁団体証明書）の発行

　　登記などに必要な「地縁団体告示事項証明書」は誰でも（代表者以外の方でも）　　請求できます。「地縁団体告示事項証明書交付請求書」（別紙９）により請求してください。なお、１部６００円の手数料が必要です。
〇認可の取消

　　認可後、変更を届けなかったり、認可の条件のいずれかを欠くことになったり、不正な手続により認可を受けた場合は、認可が取り消されますのでご注意ください。
〇認可地縁団体の印鑑登録及び印鑑証明書
　　地縁による団体の印鑑登録の申請（別紙１０）、または印鑑証明書交付の申請（別紙１１）は、代表者でなければ行えません。手続きには以下の印鑑が必要です。
　印鑑登録、印鑑証明に関するお問い合わせ先：阿賀野市市民生活課（TEL 0250-61-2473）
　　印鑑登録の申請　　　　①登録する団体の印鑑
②代表者の印鑑登録カード及び登録済印鑑

　　印鑑証明書の交付　　　①登録済の団体の印鑑
②代表者の登録済印鑑
なお、手数料は１部３００円です。
〇税金について
認可地縁団体の税制度については、以下の表の通りとなります。
詳細については、各担当へお問い合わせください。

	税の種類
	地縁団体の認可を受けた法人
	お問い合わせ先

	
	収益事業を
行わない場合
	収益事業を
行う場合
	

	市税
	法人市民税
	法人税割：非課税　均等割：課税
※減免措置有
	課税
	阿賀野市役所　　　　　　　　税務課　市民税係（別館２階）　TEL　0250-61-2472

	
	固定資産税
	課税　　　　　　　※減免措置有
	課税
※減免措置有
	阿賀野市役所　　　　　　　　税務課　資産税係（別館２階）　TEL　0250-61-2472

	県税
	法人県民税
	法人税割：非課税　均等割：課税
※減免措置有
	課税
	新潟県庁
税務課　課税第１係　　　　　TEL　025-280-5047

	
	法人事業税
	非課税
	課税
	

	
	不動産取得税
	課税　　　　　　　※減免措置有
	課税
	

	国税
	法人税
	非課税
	課税
	新津税務署　　　　　　　　　TEL　0250-22-2151

	
	登録免許税　　（登記の場合）
	課税　　　　　　　
	課税
	新潟地方法務局　　　　　　　　TEL　025-222-1561




（別紙１）
令和　　年　　月　　日

阿賀野市長　加　藤　博　幸　　様

認可を受けようとする地縁による団体の

名称及び主たる事務所の所在地

　名　称

　所在地

代表者の氏名及び住所

　氏　名　　　　　　　　　　　　印

　住　所

認　可　申　請　書

　地方自治法第２６０条の２第１項の規程により、地域的な共同活動を円滑に行うため認可を受けたいので、別添書類を添えて申請します。

（別添書類）

１　規約

２　認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類

３　構成員の名簿

４　良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類

５　申請者が代表者であることを証する書類
【規約の作成例】

○○○○○会規約
	解説　規約の名称について

　以下の【必須】項目（要件④）が定められていれば、規約の名称に制限はなく、「○○○会則」「○○○会規程」でも構いません。また、【必須】項目以外の事項を定めても問題ありません。

（→地方自治法（以下「法」といいます。）第２６０条の２第３項）


　　第1章　総則

（目的）

第１条　本会は、次に掲げるような地域的な共同活動を行うことにより、良好な地域社会の維持及び形成に資することを目的とする。

（１）回覧板の回付等区域内の住民相互の連絡に関すること。

（２）美化、清掃等区域内の環境の整備に関すること。

（３）集会施設の維持管理に関すること。

（４）区域内住民の福祉の向上、相互親睦に関すること。

（５）その他、本会の目的達成に関すること。
	解説　目的について【必須】

「その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理など良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うこと」を目的としていなければ、認可されません。（→法第２６０条の２第２項第１号）


　（名称）

第２条　本会は、○○○○○会と称する。
	解説　名称について【必須】

　法令上の制限は、特にありません。例：「○○自治会」、「△△町内会」等でも可


　（区域）

第３条　本会の区域は、阿賀野市○○の区域とする。
	解説　区域について【必須】

　「その区域が、住民にとって客観的に明らかなもの」として定める必要があります。つまり、河川・道路などで区域が画されているなど、容易に自治会などの区域・範囲がわかる状態であること、という意味です。具体的には、「○○の全域」「○○町○○番地から○○番地までの区域」「○○のうち○○川の右岸区域」など客観的にその区域がわかるように表現する必要があります。（→法第２６０条の２第２項第２号）

　また、その地縁による団体が相当の期間にわたって存続している区域の現況によらなければなりません。（→法第２６０条の２第４項）


（主たる事務所）

第４条　本会の主たる事務所は、新潟県阿賀野市○○○○○○番地、○○集会所内に置く。

	解説　主たる事務所について【必須】

　主たる事務所の所在地が、地縁による団体の所在地になります。事務所は集会施設に置くことが一般的です。代表者の自宅に置くことも可能ですが、この場合、代表者が代わるたびに地縁による団体の所在地も変わることになり、規約変更認可申請など種々の手続きが必要となります。

　また、まだ完成していない集会施設を事務所とすることはできません。


第２章　会員

　（会員）

第５条　本会の会員は、第３条に定める区域に住所を有する個人とする。

	解説　会員について【必須】

　「その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること」が必要です。つまり、その区域に住んでいるということだけで、会員になれる団体でなければなりません。年齢、性別などの条件を会員資格として定めることはできません。

また、相当数とは、一般的にその区域の全住民（自治会などに加入していない人も含みます。）の過半数をいいます。（→法第２６０条の２第２項第３号）


　（会費）

第６条　会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

	解説　会費について

　会費は、【必須】項目ではありませんが、重要事項ですので、金額又は総会において決するなどと規定する必要があります。ただし、規約に金額を定めた場合、金額を変更するたびに、規約改正を総会に諮り、さらに市長に規約変更認可申請を行わなければなりません。したがって、このように規定して、年１回の通常総会で各年度の会費を定めることが適当です。


　（入会）

第７条　第３条に定める区域に住所を有する個人で本会に入会しようとする者は、別に定める　入会申込書を会長に提出しなければならない。

２　本会は、前項の入会申し込みがあった場合には、正当な理由なくこれを拒んではならない。

	解説　入会について

　入会申込書の様式は、役員会で定めることが適当です。この例では、入会申込書は会長に提出することとしていますが、会長のほかに役員などに提出することも可能と考えます。

また、「正当な理由」とは、その者の加入によって、その地縁による団体の目的及び活動が著しく阻害されることが明らかであると認められる場合など、加入を拒否することについて、社会通念上、又は「民主的な運営の下に、自主的に活動するものとし、構成員に対し不当な差別的取扱いをしてはならない」とする法第２６０条の２第８項の規定の趣旨からも客観的に妥当と認められる場合を指し、実際の運用上は極めて例外的な場合に限られます。


　（退会等）

第８条　会員は、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとする。

（１）第３条に定める区域に住所を有しなくなったとき。

（２）本人より別に定める退会届が会長に提出されたとき。

２　会員が死亡し、又は失踪宣告を受けたときは、その資格を喪失する。

解説　退会等について
　退会手続きについては、前条第１項に定める入会手続きと同様の考え方によるものであり、本人の退会意思を会として確認できるものとする必要があります。
第３章　役員

　（役員の種別）

第９条　本会に、次の役員を置く。

（１）会長　　　　　　１人

（２）副会長　　　　　○人

（３）会計　　　　　　○人

（４）監事　　　　　　○人

（５）○○○　　　　　○人

	解説　役員の種別について　【一部必須】
　地縁による団体には、会長（代表者）１人を必ず選出しなければなりません。（→法第２６０条の５）なお、会長（代表者）に関する事項は【必須】項目となります。
　また、規約又は総会の決議で、１人又は数人の監事を置くことができます。（→法第２６０条の１１）

　法令で規定する役員は、会長と監事のみですが、会長が不慮の事故などにより職務を行い得なくなった場合などに備えて副会長を置くとともに、出納事務の処理及び会計事務に関する帳簿などを管理させるため会計を置くことが適当です。


　（役員の選任）

第１０条　役員は、総会において、会員の中から選任する。

２　監事とその他の役員は、相互に兼ねることはできない。
	解説　役員の選任について

役員の選任は、総会で行うことが適当です。

また、監事は職務の性質上、会長その他の役員と兼務することはできません。
なお、選出方法についても選挙・推薦等定めることが可能ですが、変更する際はその都度手続きが必要になります。また、別に定める場合は手続きは必要ありません。


　（役員の職務）

第１１条　会長は、本会を代表し、会務を総括する。

２　副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指定した順序によってその職務を代行する。

３　会計は、本会の出納事務を処理し、会計事務に関する帳簿及び書類を管理する。

４　監事は、次に掲げる業務を行う。

（１）本会の会計及び資産の状況を監査すること。
　（２）会長、副会長及び会計の業務執行状況を監査すること。
　（３）会計及び資産の状況又は業務執行について不正の事実を発見したときは、これを総会に報告すること。
　（４）前号の報告をするため必要があると認める場合は、総会の招集を請求すること。
	解説　役員の職務について

地縁による団体の代表権は、会長（代表者）１人に帰属するものと定められています。よって、会長が不在となった場合、副会長による会長の職務代行は、法律行為に及び得ないため、直ちに後任の会長（代表者）を選任する必要があります。

また、会長は規約の規定に反することはできませんし、総会の決議に従わなければなりません。（→法第２６０条の６）


　（役員の任期）

第１２条　役員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。

２　補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

３　役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
	解説　役員の任期について

役員の任期は、法令上特に規定はありません。

役員の辞任や任期満了時に事務執行上支障が生じないように、規定を設けることが適当です。


　　第４章　総会

	解説　総会について

　会議に関する事項は【必須】項目となります。


　（総会の種別）

第１３条　本会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。
	解説　総会について

　通常総会は、少なくとも毎年１回開催しなければなりません。（→法第２６０条の１３）

臨時総会は、必要に応じていつでも開催できます。（→第２６０条の１４第１項）


　（総会の構成）

第１４条　総会は、会員をもって構成する。
　（総会の機能）

第１５条　総会は、この規約に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議決する。

	解説　総会の機能について

地縁による団体の運営は、規約で役員に委任したものを除いて、すべて総会の決議によって行わなければなりません。（→法第２６０条の１６）


　（総会の開催）

第１６条　通常総会は、毎年度決算終了後２か月以内に開催する。

２　臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

　（１）会長が必要と認めたとき。

　（２）全会員の５分の１以上から、会議の目的事項を示して請求があったとき。

　（３）第１１条第４項第４号の規定により、監事から請求があったとき。
	解説　総会の開催について

通常総会は、財産目録の承認を得るために、事業年度終了後３か月以内に開催する必要があります。

臨時総会は、全会員の５分の１以上から開催の請求があったときは開催しなければなりません。ただし、５分の１の割合は、規約でこれと異なる割合を定めることができます。（→法第２６０条の１４第２項）


　（総会の招集）

第１７条　総会は、会長が招集する。

２　会長は、前条第２項第２号及び第３号の規定による請求があったときは、１４日以内に臨時総会を招集しなければならない。

３　総会を招集するときは、会議の目的事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開会の日の５日前までに文書をもって通知しなければならない。

	解説　総会の招集について

　総会招集の通知は、総会の日より少なくとも５日前までに、その総会の目的である事項を示し、規約で定める方法に従って行わなければなりません。（→法第２６０条の１５）


　（総会の議長）

第１８条　総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。

	解説　総会の議長について

総会の議長は、表決権を行使することとなるため、会員の中から選出しなければなりません。なお、「議長は、会長がこれにあたる」と定めることも可能です。


　（総会の定足数）

第１９条　総会は、会員の２分の１以上の出席がなければ、開会することができない。
解説　総会の定足数に要する会員数については、法において特に定められていませんが、表記のように規定することが適切と考えられます。
　（総会の議決）

第２０条　総会の議事は、この規約に定めるもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
２　総会において決議すべきものとされた事項について会員全員の書面又は電磁的方法による合意があったときは、書面又は電磁的方法による決議があったものとみなす。
３　前項の場合において、その議決は総会の決議と同一の効力を有する。

	解説　総会の定足数及び議決について

　総会の議決に要する会員数については、総会の定足数と同様、法には特に定められていません。「民主的な運営の下に、自主的に活動するものとし、構成員に対し不当な差別的取扱いをしてはならない」とする法第２６０条の２第８項の規定の趣旨からも、このように定めることが適当です。
〈制度改正〉（令和４年８月２０日施行）

書面又は電磁的方法による決議においては、その議決事項について会員全員の合意が必要であり、賛否が分かれた場合には、書面又は電磁的方法による決議はできず、ひいては総会の開催の省略も認められていません。（法第２６０条の１９の２第２項に則る。）


　（会員の表決権）

第２１条　会員は、総会において、各々１箇の表決権を有する。

２　次に掲げる事項を除く議事については、前項の規定にかかわらず、会員の表決権は、会員の所属する世帯の会員数分の１とする。

　（１）規約の変更にかかる議事

　（２）資産の処分及び解散に関する議事

	解説　会員の表決権について

「構成員の表決権は平等とする（→法第２６０条の１８第１項）」と規定されているため、このように定める必要があります。

また、従来の自治会は、世帯単位で表決を行う運営が行われてきたものと思われます。第２１条第１項のように会員に各々１箇の表決権を認めると、世帯単位の表決権に差異が生じ、団体の運営上種々の問題が生じる恐れがあります。このため、第２項のように定め、特定の重要事項を除く議事については、従来どおり世帯単位での運用を可能にするものです。なお、実際の運用においては、世帯のうち１人を代表者と決め、残りの会員は表決権を委任することになります。

※法第２６０条の１８第３項の規定により、第２項のように規定することは認められていますが、いかなる場合でも、世帯内の会員の表決権を剥奪することは認められません。


　（総会の書面表決等）

第２２条　総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面または電磁的方法をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。

２　前項の場合における第１９条及び第２０条の規定の運用については、その会員は出席したものとみなす。

	解説　総会の書面表決等について

総会に出席しない会員は、書面または電磁的方法で、又は代理人によって表決ができます。（→法第２６０条の１８第２項）なお、規約に別段の定めがある場合には、それに基づきます。（→法第２６０条の１８第３項）

書面または電磁的方法で表決を行った会員及び委任により代理行使を行った会員は、総会の定足数及び議決に必要な会員数に含めます。このように定めることにより、会員数が多い場合にも総会を開催し議決を行うことができます。


〈制度改正〉（令和３年９月１日施行）
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律（令和３年法律第３７号）により地方自治法の一部が改正され、認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、規約又は総会の決議により、書面による表決に代えて、電磁的方法により表決が可能となりました。
電磁的方法に該当しうるものとしては、電子メールなどによる送信、ウェブサイト、アプリケーションを利用した表決、情報をディスク等に記録して、当該ディスク等を交付する方法等があります。
注１）電磁的方法により会員の表決を認めるには、認可地縁団体の規約の改正、総会の議決が必要となります。
注２）同日に複数の事項について決議を行う場合、個々の議案について承諾・合意が必要になります。包括的な承諾等は不可。
注３）全ての構成員の総会出席の機会を失わないため、パソコン不所持、操作不可等の理由で物理的な会場での総会出席を希望する者がいる場合は、オンライン形式のみでの総会ではなく、ハイブリット（物理的な会場＋オンライン会議）等の開催により配慮する必要があります。
　（総会の議事録）

第２３条　総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

　（１）日時及び場所

　（２）会員の現在数及び出席者数（書面表決者及び表決委任者を含む）

　（３）開催目的、審議事項及び議決事項

　（４）議事経過の概要及びその結果

　（５）議事録署名人の選任に関する事項

２　議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人２人以上が署名押印しなければならない。

	解説　総会の議事録について

会議が有効に成立し、かつ有効に決議されたことを証明するため、このように議事録作成について定める必要があります。


　　第５章　役員会

　（役員会の構成）

第２４条　役員会は、監事を除く役員をもって構成する。

	解説　役員会の構成について

　地縁による団体の最高意思決定機関は総会ですが、総会を度々開催することは実際には極めて困難なことから、役員会において実務上の執行に関する事項を決定することが団体の運営上適当と考えられます。

　なお、監事は会務の執行を監査する職務上、具体的な会務の執行方針を決定する役員会には、参画しないものとすることが適当です。


　
（役員会の機能）

第２５条　役員会は、この規約で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。

　（１）総会に付議すべき事項

　（２）総会の議決した事項の執行に関する事項

　（３）その他の総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

　（役員会の招集等）

第２６条　役員会は会長が必要と認めるとき招集する。

２　会長は、役員の３分の１以上から会議の目的事項を記載した書面をもって招集の請求があったときは、その請求があった日から７日以内に役員会を招集しなければならない。

３　役員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも３日前までに通知しなければならない。
　（役員会の議長）

第２７条　役員会の議長は、会長がこれにあたる。
　（役員会の定足数等）

第２８条　役員会には、第１９条、第２０条、第２２条及び第２３条の規定を準用する。この場合において、規定中「総会」は「役員会」と、「会員」は「役員」と読み替えるものとする。
　　第６章　資産及び会計

	解説　資産について

　資産に関する事項は、【必須】項目となります。


　（資産の構成）

第２９条　本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

　（１）別に定める財産目録記載の資産

　（２）会費

　（３）活動に伴う収入

　（４）資産から生じる果実

　（５）その他の収入
	解説　資産の構成について

　地縁による団体が法人格を取得する目的は、地域的な共同活動を円滑に行うことができるようにすることにありますが、法人格の取得によって、団体名義での資産の登記、登録が可能となるため、規約において流動資産・固定資産を問わずすべての資産（負債は含みません）の構成などを定めておく必要があります。

　なお、財産目録は、地縁による団体の認可を受ける時及び毎年（毎年度）初めの３か月以内に作成し、主たる事務所に備え置かなければなりません。（→法第２６０条の４）


　（資産の管理）

第３０条　本会の資産は、会長が管理し、その方法は役員会の議決によりこれを定める。

	解説　資産の管理について

資産を管理し経費を支弁することは、役員会の定める方法により会長が行いますが、日常の出納事務は、会計が行うことになります。


（資産の処分）

第３１条　第２９条第１号に掲げるもののうち、不動産等の会の活動上重要な固定資産を処分し、又は担保に供する場合は、総会において４分の３以上の議決を要する。
	解説　資産の処分について

　土地や建物等の重要な資産の処分は、このように定め総会の議決を得なければ処分できないこととする必要があります。


（経費の支弁）

第３２条　本会の経費は、資産をもって支弁する。
　（事業計画及び予算）

第３３条　本会の事業計画及び予算は、会長が作成し、毎会計年度開始前に、総会の議決を経て定めなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

２　前項の規定にかかわらず、年度開始後に予算が総会において議決されていない場合には、会長は、総会において予算が議決されるまでの間は、前年度の予算を基準として収入支出をすることができる。

	解説　事業計画及び予算について

事業計画及び予算は地縁による団体にとって重要事項であることから、総会の議決を要すると定める必要があります。

また、事業計画及び予算の承認を行うための臨時総会を開催せず、通常総会で審議する場合は、年度当初から通常総会開催日までの間、予算が確定しておらず支出行為ができないことになりますが、この規定により支出が可能となります。


（事業報告及び決算）

第３４条　本会の事業報告及び決算は、会長が事業報告書、収支計算書、財産目録等として作成し、監事の監査を受け、毎会計年度終了後３か月以内に総会の承認を受けなければならない。
	解説　事業報告及び決算について

事業報告及び決算等は地縁による団体にとって重要事項であることから、総会の議決を要すると定める必要があります。

また、財産目録は、事業年度終了時に作成しなければなりません。（→法第２６０条の４）


　（会計年度）

第３５条　本会の会計年度は、毎年○月○日に始まり、○月○日に終わる。
	解説　会計年度について

会計年度の定め方は、特に制限はありません。


　　第７章　規約の変更及び解散

　（規約の変更）

第３６条　この規約は、総会において総会員の４分の３以上の議決を得、かつ、阿賀野市長の認可を受けなければ変更することはできない。

	解説　規約の変更について

規約の変更は、総会の議決事項であり、総会員の４分の３以上の同意がなければ行えません。（→法第２６０条の３第１項）ただし、規約に別段の定めがあるときは、規約に基づいて行うことになります。

また、市長の認可を得なければ効力を生じないとされています。（→法第２６０条の３第２項）


　（解散）

第３７条　本会は、地方自治法第２６０条の２０の規定により解散する。

２　総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の４分の３以上の承諾を得なければならない。
	解説　解散について

　地縁による団体の解散は、①規約で定めた解散事由の発生　②破産手続開始決定　③認可の取消し　④総会員の４分の３以上の同意による総会の決議　⑤構成員の欠亡　のいずれかの事由によらなければなりません。（→法第２６０条の２０）

　ただし、規約で別段の定めがあれば、これに基づきます。（→法第２６０条の２１）
〈制度改正〉（令和４年８月２０日施行）
解散した際の清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告について、その回数が３回以上から１回へ変更となりました。


（合併）
第３８条　本会は、総会において総会員の四分の三以上の議決を得、かつ、阿賀野市長の認可を受けなければ合併することはできない。
〈制度改正〉（令和５年４月１日施行）
解説　合併について
　令和４年の改正によって、同一市町村内の認可地縁団体同士に限って、合併が認められました。（→法第２６０条の３９）
　総会の議決については、解散の決議と同様、総会員の４分の３以上の賛成がなければなりません。ただし、規約で別段の定めがあれば、これに基づきます。（→法第２６０条の２１）

　（残余財産の処分）

第３９条　本会の解散のときに有する残余財産は、総会において総会員の４分の３以上の議決を得て、本会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。

	解説　残余財産の処分について

残余財産は、規約で指定した者に帰属します。規約で権利の帰属する者を指定しなかったり、その者を指定する方法を定めなかったときは、総会の議決と市長の許可を得て、その団体の目的に類似する目的のために処分することができます。なお、前述の方法で処分されない財産は、市に帰属することになります。（→法第２６０条の３１）

つまり、特定の個人などを残余財産の帰属者に指定することも可能ですが、営利法人に寄付したり会員に分配する旨を定めることは、地縁による団体の目的に鑑み適当ではないとされています。したがって、このように「類似の目的を有する団体」に限定して帰属権利者を指定する旨規定することが適当です。


　　第８章　雑則

　（備付け帳簿及び書類）

第４０条　本会の主たる事務所には、規約、会員名簿、認可及び登記に関する書類、総会及び役員会の議事録、収支に関する帳簿、財産目録等資産の状況を示す書類その他必要な帳簿及び書類を備えておかなければならない。

	解説　備付け帳簿及び書類について

会員名簿については、変更の都度訂正し、事務所に備え置く必要があります。（→法第２６０条の４第２項）


（委任）

第４１条　この規約の施行に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

附　則

１　この規約は、令和○年○月○日から施行する。

２　本会の設立年度の事業計画及び予算は、第３３条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。

３　本会の設立年度の会計年度は、第３５条の規定にかかわらず、設立認可のあった日から始まる。
	解説　付則について

　設立年度は、事業年度及び会計年度が変則となるため、第２項及び第３項のように規定する必要があります。


（別紙２）【総会議事録の作成例】

○○○会総会議事録

１　日　時　　令和　　年　　月　　日（　）　　時から

２　会　場　　阿賀野市△△△△△　　●●●●会館

３　出席者　　会員　　名のうち　　名

　　　　　　　（出席者のうち委任状による者　　　名）

４　議　案

　第１号　地方自治法第２６０条の２の規定に基づき、○○○会を法人化するための認可申請について

　第２号　規約の制定について

　第３号　構成員の確定について

　第４号　代表者の決定について

　第５号　資産の確定について

　定刻となり、　　　　　　　　　が議長となり開会を宣言した。議長が、議事録署名人として次の会員２名を指名して議事に入った。

会　員　　　　　　　　　　、　会　員　　　　　　　　　　
　

５　議　事

　議案第１号　異議なく承認された。

　議案第２号　原案のとおり異議なく承認された。

　議案第３号　構成員名簿のとおり確定した。

　議案第４号　□□□□を代表者として決定した。

　議案第５号　財産目録のとおり確定した。

　以上をもって、本臨時総会の審議を終了したので、議長が閉会を宣言し散会とした。

この議事録が間違いないことを証明するため、署名捺印する。

令和　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　総会議長　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　印
　　　　　　　　　　　議事録署名人　　　　氏名　　　　　　　　　　　印
　議事録署名人　　　　氏名　　　　　　　　　　　印
（別紙３）【構成員の名簿の参考例】

○○○自治会 構成員名簿

	住　　所
	氏　　名
	備　　考

	阿賀野市○○町

○丁目○番○号
	佐　藤　太　郎

佐　藤　花　子

佐　藤　一　郎

佐　藤　次　郎
	

	阿賀野市○○町

○丁目○番■号
	鈴　木　太　郎

鈴　木　花　子
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


※世帯単位で記載すること。
（別紙４）【代表者承諾書作成例】
承　諾　書

　令和　　年　　月　　日開催の　　　　　　　　総会において、地域的な共同活動を円滑に行うことを目的とし、法人格を得るための認可申請をすることが議決され、その代表者となることを承諾します。

　　　令和　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　㊞


（別紙５）　　　　　　　令和　　年度　財産目録

令和　　年　　月　　日

	区　　分
	所在数量等
	金額（評価額）
	備　　考

	（資産の部）

Ⅰ　流動資産

　１　現金預金

　（1）現　金

　　　　現金手許有高

　（2）当座預金

　　　　　　銀行　　　支店

　（3）普通預金

　　　　　　銀行　　　支店

　２　未収会費

　　　　年度会費　　円×　人

Ⅱ　固定資産

　１　土　地

　２　建　物

　３　その他

　


	
	
	

	資　産　合　計
	A
	

	（負債の部）

Ⅰ　流動負債

　　　預り金

　　　その他

Ⅱ　固定負債

　　　長期借入金

　　　　　　銀行　　　支店


	
	
	

	負　債　合　計
	B
	

	差 引 正 味 財 産（A－B）
	
	


（注）備考の欄には、寄付者その他を記入すること。
（別紙６）【記入例】

令和　　年　　月　　日

阿賀野市長　加　藤　博　幸　　様

地縁による団体の名称及び主たる事務所

の所在地

　名　称

　所在地　阿賀野市

代表者の氏名及び住所

　氏　名　　　　　　　　　　　　印

　住　所　阿賀野市

告 示 事 項 変 更 届 出 書
　下記事項について変更があったので、地方自治法第２６０条の２第１１項の規定により、告示された事項に変更があった旨を証する書類を添えて届け出ます。

記
１　変更があった事項及びその内容

　　　代表者の変更

　　　　新代表者氏名　○○○○

　　　　　　　　住所　阿賀野市▲▲▲▲

２　変更の年月日

　　　令和　　年　　月　　日

３　変更の理由

　　　総会の議決による

（別紙７）
令和　　年　　月　　日

阿賀野市長　加　藤　博　幸　　様

地縁による団体の名称及び主たる事務所

の所在地

　名　称

　所在地

代表者の氏名及び住所

　氏　名　　　　　　　　　　　　印

　住　所

規 約 変 更 認 可 申 請 書
　地方自治法第２６０条の3第２項の規約の変更の認可を受けたいので、別添書類を添えて申請します。

（別添書類）

１　規約の変更の内容及び理由を記載した書類

２　規約変更を総会で議決したことを証する書類

（別紙８）

地縁団体告示事項証明書交付請求書
令和　　年　　月　　日

阿賀野市長　加　藤　博　幸　　様

請 求 者　　　　　　　　　　　　　　

　住　所　阿賀野市　　　　　　　　

　氏　名　　　　　　　　　　　　㊞

電話番号　　　　　　　　　　　　

　地方自治法第２６０条の２第１０項の規定により告示した事項に関する証明書の交付を請求します。

	請求に係る団体の名称
	　

	主たる事務所の所在地
	阿賀野市

	証明書部数
	　　　　　　　　　　　部

	証明手数料（１部600円）
	　　　　　　　　　　　円


（別紙９）
第1号様式(第7条関係)

	認可地縁団体印鑑登録申請書

令和　　年　　月　　日

　　阿賀野市長　加　藤　博　幸　　様



	　
	　　　　登録する認可地縁団体印鑑
	　　　　廃止する認可地縁団体印鑑
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	　
	　
	

	　

	　
	認可地縁団体の名称　　
	　

	
	認可地縁団体の主たる事務所の所在地

　　　　　　
	

	
	代表者等の氏名(資格)
	(　代　表　者　)

　　　
	個人印鑑
	　
	

	
	生年月日
	　大　昭　平　　　　年　　月　　日
	
	
	

	
	住所
	　
	
	
	

	　上記のとおり、認可地縁団体印鑑の登録を申請します。

	申請者


	住所　阿賀野市　　　　　　　　　　
氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞


　(注意事項)

　　1　この申請は、認可地縁団体印鑑及び代表者等の個人の印鑑を添えて本人自ら手続してください。

　　2　資格(　　)の欄には、代表者、職務代行者、仮代表者、特別代理人又は清算人のいずれかを記載してください。

（別紙１０）
第3号様式(第7条関係)

	認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書

令和　　　年　　月　　日　　

　　阿賀野市長　加　藤　博　幸　　様



	　
	　　　　登録している認可地縁団体登録印鑑
	　

	
	　
	　
	　
	

	
	　
	

	　

	　
	認可地縁団体の名称
	　

	
	認可地縁団体の主たる事務所の所在地

　　　新潟県阿賀野市
	

	
	代表者等の氏名(資格)
	(　代　表　者　)


	

	
	生年月日
	大　昭　平　　　　年　　　月　　　日　　　　
	

	
	住所
	　新潟県阿賀野市
	

	　上記のとおり、認可地縁団体印鑑証明書　　枚の交付を申請します。

	　　　　　　　　　　　申請者


	住所　阿賀野市　　     　　　　　　　　　　

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　 　㊞




　(注意事項)

　　1　この申請は、認可地縁団体印鑑及び代表者等の個人の印鑑を添えて本人自ら手続してください。

　　2　資格(　　)の欄には、代表者、職務代行者、仮理事、特別代理人又は清算人のいずれかを記載してください。


阿賀野市イメージキャラクター


「ごずっちょ」





既に規約を定めている自治会等であっても、これらの必要事項（地方自治法第260条の2）に従った内容に改正しなければなりません。





総会の前に、まずは事前に市へご相談ください！





認可申請


必要書類作成例等








次ページから
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認可地縁団体


各種事務資料





自　治　会








市　役　所








自　　治　　会








認可までの手順





１　事前相談


・・・まずは市の担当（総務課）へご相談ください。





２　事前準備


・・・規約、構成員名簿等を作成してください。





３　総会の開催


・・・総会において、認可申請する旨の議決を行ってください。





４　認可申請


・・・必要書類を作成の上、提出してください。





５　認可可否審査


・・・市で認可又は不認可の審査を行います。





６　認可・告示


・・・審査の上、認められた当該団体は認可を受けられます。


　また、告示をすることで、当該団体が法人になったこと


及び告示事項を第三者に抵抗できることになります。


（※登記における第三者の抵抗要件）





★　法人化


・・・手続きは以上です。


認可地縁団体として、保有不動産の登記が可能です。








PAGE  
5

